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生活環境保全のための鳥獣被害対策に係る研修事業 

企画提案指示書 

 

 生活環境保全のための鳥獣被害対策に係る研修事業企画提案指示書（以下、指示書とい

う。）には、「生活環境保全のための鳥獣被害対策に係る研修事業」の企画提案をするに当た

っての注意事項を記載しておりますので、下記事項を熟読の上、企画提案書を作成してくださ

い。 

  なお、指示書には想定例を記載しておりますが、よりよい提案がある場合には、追加の企画

提案や想定例を変更し、提案をしてください。 

 

１ 業務の目的について 

  東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、長期間の避難を余儀なくされた避難地域で

は、住民の帰還に向けた各種の取組が進められている。 

しかしながら、長期間の避難によって、イノシシ等の有害鳥獣が市街地に定着したことから、

居住区域への侵入等の生活環境被害が発生しており、人身事故の危険性が高まっている。

そこで、住民の一時帰宅及び帰還の大きな阻害要因となっている有害鳥獣の対策を行う必

要がある。 

イノシシ等鳥獣被害対策は、地域の実情に即した手法と継続した取組が必要であり、地域

住民の意向を踏まえた対策策定・実行が重要である。これらの鳥獣対策を担う職員の育成

は最重要課題の一つであるため、令和４年度については、避難１２市町村鳥獣被害対策会

議（以下「対策会議」という。）メンバーの支援を受けながら、福島１２市町村担当職員等が鳥

獣対策に関する計画の立案、実行、検証、評価等を自らできるよう更なるスキルアップを図

るため研修会を実施する。 

 

２ 業務の実施場所について 

福島１２市町村（田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊

町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村）内とする。 

※積算上は南相馬市原町区内を想定する。 

 

３ 業務の対象市町村について 

福島１２市町村を対象とする。 

 

４ 実施期間 

  契約締結日から令和５年２月１５日 

 

５ 業務の概要 

  業務内容：イノシシ等による広域的な被害への対策を進めるため、市町村職員を対象に研
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修会を開催する。具体的には以下に示す業務を行う。 

   

（１）市町村職員研修会 

   福島１２市町村で、効果的な被害対策の技術、対策等を取りまとめた計画の作成手法、対

策の評価手法等について、市町村職員等が知識や技術を得るための研修会について、県

の野生鳥獣専門家と連携して管理運営を行う。 

   また、研修事業の実施に当たっては、研修会の終了後の契約期間においても、福島１２市

町村がそれぞれ主体となり広域的な連携を維持しながら被害対策を継続的に実施できる

よう留意し、発注者、対策会議構成員とも情報交換を密に行うものとする。 

 研修会の実施回数は３回とする。 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により想定した回数を実施できない場合等は発

注者の指示を仰ぐものとする。 

 

（２）業務の内容 

  ①発注者との打合せ  ２回 

  ②研修会管理運営   ３回 

   ・研修計画（カリキュラム、講師案）の作成 

   ・研修会の開催日程・会場の調整 

   ・開催通知等を作成し、文書を発出する発注者に提出 

   ・研修会の司会進行と運営 

   ・研修内容に関するアンケートの実施と整理 

③研修会講師 

・研修会の講師は請負者自らが務めるものとする。なお、必要な場合において、発注者の

承認を経た場合は、県の野生鳥獣専門家、専門的知識を有する者に依頼することができ

る。 

   ・研修資料作成 

  ④計画策定支援（各市町村１回（オンラインによる）） 

   ・市町村が適切な市町村個別計画を策定できるよう、第３回研修会の開催前に、各市町

村の現状に応じた必要な助言や資料の提供を行うものとする。 

  ⑤業務報告書の作成 

 

（３）研修内容の詳細 

研修の内容は、市町村職員が知識や技術を得るとともに、第二期避難１２市町村にお

けるイノシシ対策のための広域戦略（以下「広域戦略」という。）に基づいた鳥獣対策に関

する市町村個別計画の立案、検証、評価等を自らできるようにすることを目的とし、請負

者が次の事項等を含む研修プログラムを作成し、研修会を開催する。 

  【第 1回 スタートアップ研修】 
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イノシシ等対策の基本の理解 

①広域戦略及び市町村個別計画に基づいた対策の進め方 

②福島１２市町村における事業メニューの活用 

③現状把握・事業評価のための情報収集【実地】 

  【第 2回 ステップアップ研修】 

広域戦略に基づいた実践的なデータ収集、対策方針の検討 

①イノシシ等のデータ収集と具体的な活用方法 

②課題共有と改善検討 

③計画策定実習 

  【計画策定支援】 

市町村が「第1回 スタートアップ研修」及び「第2回 ステップアップ研修」を踏まえた市

町村個別計画案を作成するに当たり、市町村毎にオンラインにより計画策定を支援する。 

オンラインによる支援の時間は最大半日程度とし、市町村担当者の意向や市町村個別

計画案の作成状況を踏まえながら調整する。 

市町村に提供する資料は、国、県（避難地域鳥獣対策支援員含む）、市町村等から入

手したデータを基に作成し、提供する際は市町村個別計画への反映方法について市町村

担当者に助言する。 

なお、オンラインによる支援終了後、市町村担当者に市町村個別計画案の作成状況を

電話等で確認し、次回研修会までに市町村担当者が独力で作成することが難しい状況の

場合は、今年度の市町村個別計画を元にした修正案を提案する。 

【第 3回 アドバンス研修】 

具体的な評価方法や対策方針案と推進体制案等の作成 

なお、具体的な評価方法や対策方針案及び推進体制案等の作成に当たっては日常的

な鳥獣害対策の担い手となる地域住民の対策への参加についても考慮した内容とするこ

と。 

①モニタリングの設計 

②対策方法と推進体制の検討 

③市町村個別計画の作成 

 

６ 業務報告書の作成 

（１）本業務で行った内容について、業務報告書を作成する。 

（２）発注者等から取得した情報の取扱いは、請負者の責任の下確実に行うこと。 

（３）業務報告書のデータ等については、発注者の承認を受けずに使用しないこと。 

 

７ 成果品 

  以下のものを提出すること。（納入先 発注者） 

・研修資料 3部 
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・業務報告書 15部 

・研修資料、業務報告書を収めた CD-ROM  3枚 

   《報告書内容》 

   ○それぞれの研修会の実施状況 

○研修により明らかになった課題等と今後の方向性 

   

８ 委託上限額 

   ５，４６７，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

  (内訳) 

   人件費、旅費、その他消耗品等 

 

９ 企画運営業務実施スケジュールについて 

  契約締結から業務完了までのスケジュールについて、業務の一連の流れが分 

かるよう業務実施スケジュールについて、記載をすること。 

 

１０ 過去の業務実績について 

  本業務に類似する業務を受注した十分な実績について記載をすること。 

 

 

 

 

 

 


